
○ 豊田市では、増大・多様化する権利擁護支援ニーズに対し、これまで家族や成年後見制度に求められてきた「金銭管理・意思決定支

援・適切な支援の確認」等の支援を性質ごとに分解し、多様な主体がそれぞれの特性を活かして各支援を分担・連携する仕組みづくりに

着手（豊田市地域生活意思決定支援事業の試行）。

○ 本事業は、将来的な成年後見制度（民法）の改正も視野に、身寄りのない方への支援としてニーズの高い金銭管理などの「生活基盤支

援サービス」と、本人が元々有する能力の発揮と地域住民の社会参加による「意思決定支援」を組み合わせて支援を実施する。

本人

意思決定支援

とよた意思決定フォロワー（意思決定支持者）

○ 地域生活の基盤となる日常的行為に必要な支援を行う。
（契約 ⇔ 応益・応能負担）

○ 同じ市民として、定期的な訪問を通じ、本人を見
守り、本人の望む生活について一緒に考え、後押
しする役割。

○ 意思の実現に向けた支援も実施（書類の提出や、
預金の引き出し・購入の同行など）。

権利擁護支援委員会
① 事務局、② 合議体、③ 権利擁護支援専門員

豊田市 【実施主体】①本人からの利用登録受付、②利用料の設定、③フォロワーの育成・登録（＋保険）、④権利擁護支援委員会の設置・事務局運営
【行政対応】①事業者の指定・実地指導等、②市長申立ての実施など権利侵害からの回復支援

権利擁護支援チームによる支援
（豊田市地域生活意思決定支援事業の利用）

専門員派遣
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豊田市地域生活意思決定支援事業の実施イメージ（試行開始時）について

① 日常的な金銭管理支援
② 利用料等支払い支援

③ 緊急連絡先対応
④ 葬儀
⑤ 残存家財の撤去

※①②で試行開始する

生活基盤サービス事業者

○ フォロワーや事業者の報告・相談の対応
○ 一定時期ごとに金銭管理の履行状況の確認。
○ 本人にとって重要な意思決定支援を行う際の対応。

（金額が一定規模以上の契約や入院・入所手続きの検討など）
○ 本人意思との相違・履行状況の疑義が生じた際の対応。

（金銭等の管理状況の確認など ※必要に応じて、聴き取り、記録書類の確認。）
○ 市長申立ての進言など、必要に応じた権利擁護支援の実施。



豊田市地域生活意思決定支援事業の利用フロー１／２

豊田市：利用登録受付

利用登録書兼チェックリスト（＋個人情報同意）

事務局：マッチング調整重要事項説明書

契約書

支援前確認動画

事務局：マッチング同席

フォロワー登録カード

フォロワー同意書

活動前確認動画

本人・場所等の調整

マッチング実施
原則同席しない。本人が同席
を求めた場合は、同席可。

契約内容報告書
・契約書（写）

豊田市：新規利用確認

合議体：審査対応

生活基盤サービス事業者との利用契約 フォロワーとのマッチング

契約時に疑義
チェックが付いた場合

確認時に疑義
が生じた場合

フォロワーバンク登録

マッチング実施

マッチング報告書

活動・支援開始

本人：利用の意思・相談
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当事者団体・支援者からの情報提供広報・啓発

地域包括・ケアマネ・相談支援事業所等：相談対応豊田市：事業の説明（意思決定支援・金銭管理の内容）など

本人同意書

NOの場合

【福祉サービス未利用】日常生活自立支援事業の利用へ
※福祉サービス契約の効果等を理解しているか不明であるため。

【契約内能力不十分】成年後見制度の利用へ



豊田市地域生活意思決定支援事業の利用フロー２／２

活動・支援開始

本人：意思の表出、形成、実現日常的な金銭管理等 定期訪問（月２回）等

活動報告書（月１回）実施報告（月１回） 事務局：実績確認

合議体：実績報告

金銭管理状況報告
（３か月に１回）

専門員：定期確認
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※活動開始１～２か月後に、権利擁護支援会によるマッチングの再評価を実施

苦情等

事務局：対応

※必要に応じて、活動状況等を踏まえて、フォロワー
の柔軟な交代を実施

専門員：活動 ※必要に応じて、専門員の派遣



【親要綱】豊田市地域生活意思決定支援事業の試行的運用に関する要綱

・ 利用の手続き等に関する規定

※ 介護予防・日常生活支援総合事業を準用。

・ 意思決定支援及び日常的な金銭管理の各々を規定する事業（豊田市地域福祉意思

決定推進事業及び豊田市生活基盤サービス事業）を連結させる規定

※ 重層的支援体制整備事業における社会福祉法の役割。

・ 権利擁護支援委員会の設置に関する規定

豊田市地域生活意思決定支援事業の試行的運用に係る整理（建付け）
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【子要綱②】

豊田市生活基盤サービス事業の試行的運用に

関する要綱

・ 生活基盤サービス事業者の支援に関する規定

※ 事業者の要件については、別途「豊田市生活基
盤サービス事業の試行的運用に係る人員、設備、
運営及び取扱方針に関する基準を定める要綱」で
定める。

・ 日常的金銭管理に対する権利擁護支援委員

会の役割に関する規定

【子要綱①】

豊田市意思決定フォロワー推進事業の試行的

運用に関する要綱

・ 意思決定フォロワーの活動に関する規定

・ 意思決定支援に対する権利擁護支援委員会

の役割に関する規定



豊田市地域生活意思決定支援事業の試行的運用に係る整理（守備範囲）

豊田市：利用登録受付

利用登録書兼チェックリスト（＋個人情報同意）

事務局：マッチング調整重要事項説明書

契約書

支援前確認動画

事務局：マッチング同席

フォロワー登録カード

フォロワー同意書

活動前確認動画

本人・場所等の調整

マッチング実施
原則同席しない。本人が同席
を求めた場合は、同席可。

契約内容報告書
・契約書（写）

豊田市：新規利用確認

合議体：審査対応

生活基盤サービス事業者との利用契約 フォロワーとのマッチング

契約時に疑義
チェックが付いた場合

確認時に疑義
が生じた場合

フォロワーバンク登録

マッチング実施

マッチング報告書

活動・支援開始

本人：利用の意思・相談 当事者団体・支援者からの情報提供広報・啓発

地域包括・ケアマネ・相談支援事業所等：相談対応豊田市：事業の説明（意思決定支援・金銭管理の内容）など

本人同意書

NOの場合

【福祉サービス未利用】日常生活自立支援事業の利用へ
※福祉サービス契約の効果等を理解しているか不明であるため。

【契約内能力不十分】成年後見制度の利用へ

豊田市生活基盤サービス事業の試行的
運用に係る人員、設備、運営及び取扱
方針に関する基準を定める要綱

豊田市生活基盤サービス
事業の試行的運用に関す
る要綱

豊田市地域生活意思決定支援事業の試行的運用に関する要綱
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豊田市地域生活意思決定支援事業の利用フロー２／２

活動・支援開始

本人：意思の表出、形成、実現日常的な金銭管理等 定期訪問（月２回）等

活動報告書（月１回）実施報告（月１回） 事務局：実績確認

合議体：実績報告

金銭管理状況報告
（３か月に１回）

専門員：定期確認

※活動開始１～２か月後に、権利擁護支援会によるマッチングの再評価を実施

苦情等

事務局：対応

※必要に応じて、活動状況等を踏まえて、フォロワー
の柔軟な交代を実施

専門員：活動 ※必要に応じて、専門員の派遣

豊田市生活基盤サービス事業
の試行的運用に関する要綱

豊田市意思決定フォロワー推進事業
の試行的運用に関する要綱

豊田市地域生活意思決定支援事業の試行的運用に関する要綱
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